
イ
ブ
ラ
リ
ー
は
株
式
会
社

ケ
イ
ミ
ッ
ク
ス
パ
ブ
リ
ッ

ク
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
り
、
松

前
公
園
は
伊
予
鉄
総
合
企

画
株
式
会
社
で
あ
る
。

問　

評
価
委
員
メ
ン
バ
ー
は

前
回
と
同
じ
か
。

答　

前
回
（
平
成
27
年
度
）

は
、
教
育
長
と
部
課
長
の

４
名
と
文
化
セ
ン
タ
ー
の

選
定
委
員
に
文
化
協
会
会

長
、
松
前
公
園
の
選
定
委

員
に
体
育
協
会
会
長
で
あ

っ
た
た
め
違
う
。

問　

な
ぜ
選
定
委
員
か
ら
評

価
委
員
に
名
称
が
変
わ
っ

た
の
か
。

答　

前
回
は
松
前
町
教
育
委

員
会
公
の
施
設
指
定
管
理

者
候
補
選
定
委
員
会
要
綱

に
基
づ
き
委
員
会
が
つ
く

ら
れ
て
い
る
。
今
回
は
改

正
さ
れ
た
松
前
町
公
の
施

設
に
係
る
指
定
管
理
者
の

指
定
の
手
続
等
に
関
す
る

条
例
に
基
づ
き
組
織
し
た

の
で
、
選
定
委
員
か
ら
評

価
委
員
へ
と
名
称
を
変
更

し
た
。

問　

指
定
管
理
料
の
金
額
は

評
価
委
員
に
事
前
に
提
示

さ
れ
て
い
た
の
か
。

答　
提
示
し
て
い
る
。

問　
評
価
委
員
の
報
酬
は
。

議
案
第
95
号

松
前
町
介
護
保
険
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
全
員
一
致
で
可
決
）

議
案
第
96
号

松
前
町
指
定
居
宅
介
護
支
援

事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要

な
事
項
、
並
び
に
指
定
居
宅

介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

問　
今
回
の
改
正
の
背
景
は
。

答　

主
任
介
護
支
援
専
門
員

の
人
材
不
足
と
い
う
現
状
が

あ
る
と
思
う
。

問　

主
任
介
護
支
援
専
門
員

と
介
護
支
援
専
門
員
に
そ

れ
ぞ
れ
役
割
が
あ
る
と
思

う
。
介
護
支
援
専
門
員
で

対
応
で
き
る
の
か
。

答　

法
律
の
規
定
に
基
づ
い

て
職
務
を
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
る
。

問　

主
任
介
護
支
援
専
門
員

の
確
保
が
著
し
く
困
難
で

あ
る
等
や
む
を
得
な
い
理

由
と
は
何
か
。

答　

急
な
退
職
や
病
気
に
よ

る
休
暇
な
ど
が
あ
る
。

問　

誰
が
判
断
し
て
、
ど
う

い
う
手
続
き
を
す
る
の

か
。

答　

主
任
介
護
支
援
専
門
員

が
急
に
退
職
す
る
な
ど
不

測
の
事
態
に
な
っ
た
場
合

に
、
居
宅
介
護
支
援
事
業

所
の
判
断
で
変
更
の
届
出

を
し
て
も
ら
う
。
そ
の
場

合
は
、
町
が
介
護
支
援
専

門
員
の
資
格
の
有
無
を
確

認
し
、
判
断
す
る
こ
と
に

な
る
。

問　

悪
用
す
る
ケ
ー
ス
が
考

え
ら
れ
る
が
、
ど
う
対
応

す
る
の
か
。

答　

そ
う
い
う
こ
と
は
な
い

と
い
う
認
識
で
、
規
定
に

基
づ
き
正
当
な
理
由
で
変

更
の
申
請
を
し
て
い
た
だ

け
る
と
思
っ
て
い
る
。

（
全
員
一
致
で
可
決
）

議
案
第
102
号

松
前
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
、

松
前
町
ふ
る
さ
と
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
及
び
松
前
公
園
の
指
定

管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

問　

現
在
の
指
定
管
理
者
は
。

答　

松
前
総
合
文
化
セ
ン
タ

ー
、
松
前
町
ふ
る
さ
と
ラ

答　
条
例
で
、日
額
7
4
0
0

円
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

問　

コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
施
設

の
利
用
が
減
り
、
減
収
に
な

っ
た
場
合
は
、
行
政
が
補
填

す
る
の
か
。
国
や
県
か
ら
の

支
援
は
あ
る
の
か
。

答　

町
が
補
填
す
る
予
定

だ
。
今
の
と
こ
ろ
国
や
県

か
ら
の
支
援
は
な
い
。

問　

指
定
管
理
は
５
年
契
約

と
な
っ
て
い
る
。
新
し
く

指
定
さ
れ
た
業
者
に
補
填

す
る
場
合
、
５
年
分
一
括

か
、
単
年
度
分
か
。

答　
５
年
間
の
包
括
協
定
と

単
年
度
の
年
度
協
定
を
締

結
し
て
い
る
。
支
払
い
は

年
度
協
定
で
単
年
度
分
を

支
払
う
。

問　

評
価
委
員
が
審
査
す
る

際
、
業
者
名
は
公
表
さ
れ

て
い
る
の
か
。

答　

業
者
か
ら
の
説
明
が
あ

っ
た
後
、
採
点
を
行
う
の
で

業
者
名
は
分
か
っ
て
い
る
。

問　

採
点
結
果
は
評
価
委
員

５
名
の
総
合
点
で
あ
る

か
。
そ
の
他
の
点
が
加
わ

っ
て
い
る
の
か
。

答　

評
価
委
員
５
名
の
総
合

点
だ
け
で
あ
る
。

問　

前
回
（
平
成
27
年
度
）

の
更
新
時
に
地
元
雇
用
を

　

地
方
税
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
に
よ
り
地

方
税
法
の
一
部
が
改
正
さ

れ
る
こ
と
に
伴
い
、
規
定

を
整
備
す
る
た
め
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の
。

要
旨

　

こ
れ
に
よ
り
指
定
居
宅

介
護
支
援
等
の
事
業
の
人

員
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
等
の
一
部
が
改
正
さ

れ
、
指
定
居
宅
介
護
支
援

事
業
所
の
管
理
者
の
資
格

要
件
が
緩
和
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を

行
う
も
の
。

要
旨

　
松
前
町
公
（
お
お
や
け
）

の
施
設
に
係
る
指
定
管
理

者
の
指
定
の
手
続
等
に
よ

り
、
松
前
総
合
文
化
セ
ン

タ
ー
、
松
前
町
ふ
る
さ
と

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
及
び
松
前

公
園
の
指
定
管
理
者
の
候

補
者
を
選
定
し
た
の
で
、

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て
議
会
の
議
決
を
求
め

る
も
の
。

要
旨

松前公園

松前総合文化センター

意
見新

し
い
指
定
管
理
者
に
、

地
元
雇
用
を
増
や
し
て
い

た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
て

も
ら
い
た
い
。

拡
大
す
る
旨
の
答
弁
が
あ

っ
た
。
５
年
経
っ
た
現
在

の
状
況
は
。

答　

地
元
雇
用
人
数
は
、
前

回
、
文
化
セ
ン
タ
ー
は
21

名
中
15
名
、
松
前
公
園
は

17
名
中
６
名
で
あ
っ
た
。

現
在
は
、
文
化
セ
ン
タ
ー

は
19
名
中
10
名
、
松
前
公

園
は
９
名
中
４
名
だ
。
松

前
公
園
は
、
地
元
雇
用
率

35
％
か
ら
44
％
へ
。
文
化

セ
ン
タ
ー
は
71
％
か
ら
53

％
と
な
っ
て
い
る
。

（
全
員
一
致
で
可
決
）

委員会ニュース
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